
園
児
に
英
語

羽ばたけ世界へ

答弁：総合的に議論と検討

牛
房
　
良
嗣��

議
員

牛
房　

町
内
に
は
15
の
保
育

園
、
幼
稚
園
が
有
り
、
２
千

人
も
の
園
児
が
通
っ
て
い
る
。

　

行
政
は
英
語
の
学
習
を
希

望
す
る
と
こ
ろ
へ
、
実
験
期

間
を
３
年
と
し
、
英
語
講
師

代（
年
間
60
万
円
）と
教
材
代

を
支
援
し
成
果
を
検
証
、
方

向
性
の
判
断
を
。

町
長　

国
の
方
向
性
を
見
て

総
合
的
に
検
討
し
た
い
。

牛
房　

国
際
化
社
会
が
進
む

中
、
幼
児
期
と
小
学
校
の
低

学
年
か
ら
英
語
を
学
習
さ
せ

る
の
は
常
識
で
あ
り
、
園
児

た
ち
の
夢
と
希
望
を
か
な
え

る
の
は
、
町
長
や
議
会
の
役

割
で
あ
る
。

町
長　

幼
児
教
育
に
携
わ
る

皆
さ
ん
の
観
点
か
ら
検
討
。

副
町
長
の
や
り
た
い
こ
と

答
弁
：
地
域
ぐ
る
み
子
育
て

牛
房　

副
町
長
の
や
り
た
い

事
は
。

副
町
長　

住
民
の
視
点
を
大

切
に
課
題
に
取
り
組
む
。

　

子
ど
も
は
社
会
の
宝
、
夢

や
、
志
が
か
な
え
ら
れ
る

地
域
ぐ
る
み
の
子
育
て
を

推
進
。

牛
房　

朝
来
た
ら
全
課
の

カ
ウ
ン
タ
ー
に「
お
は
よ
う

コ
ー
ル
」の
実
践
を
。

▲武藤副町長就任挨拶

再生エネ
再
生
エ
ネ
推
進
宣
言
を

答
弁
：
取
り
組
み
を
進
め
た
い

古
庄
　
信
一
郎��

議
員

古
庄　

震
災
原
発
事
故
後
、

電
力
不
足
も
深
刻
な
問
題

だ
。
明
治
以
来
、
化
石
燃
料

の
石
炭
で
繁
栄
を
し
て
来
た

志
免
町
だ
か
ら
こ
そ「
再
生

エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
都
市
」宣

言
を
行
い
、町
民
皆
で
考
え
、

出
来
る
事
を
や
る
べ
き
だ
。

住
宅
用
太
陽
光
発
電
へ
の
町

補
助
、
焼
却
場
跡
地
、
ボ
タ

山
等
へ
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
誘

致
等
々
、
研
究
す
べ
き
だ
。

町
長　

取
り
組
み
を
進
め
る

が
、
町
を
挙
げ
て
そ
の
方
向

性
に
な
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

北
部
に
消
防
支
署
新
設
を

答
弁
：
協
議
会
で
協
議
す
る

古
庄　

南
部
消
防
署
か
ら
、

御
手
洗
・
別
府
地
区
へ
の
消

防
出
動
放
水
ま
で
14
～
15
分

か
か
っ
て
い
る
。

　

法
の
指
針
で
は「
6.5
分
以

内
に
放
水
」と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
救
急
の
出
動
時
間

は
平
均
9.8
分
。
全
体
平
均
よ

り
1.8
分
到
着
が
遅
く
救
命
率

に
影
響
す
る
重
大
な
問
題
だ
。

　

御
手
洗
、
別
府
地
区
に
南

部
消
防
署
支
署
の
新
設
を
す

べ
き
だ
。

町
長　

各
町
の
町
長
で
構
成

す
る
消
防
署
運
営
協
議
会
で

協
議
し
た
い
。

▲メガソーラー大牟田発電所全景

基金の活用
子
ど
も
た
ち
を
海
外
に

答
弁
：
今
の
時
代
困
難
な
状
況

二
宮
　
美
津
代��

議
員

二
宮　

国
際
交
流
基
金
を
活

用
し
、
継
続
的
に
子
ど
も
た

ち
を
海
外
に
派
遣
す
る
事
業

が
で
き
な
い
か
。

町
長　

異
文
化
に
触
れ
、
国

際
性
を
持
つ
こ
と
は
大
事
だ

が
、
今
の
時
代
継
続
的
な
事

業
の
展
開
は
困
難
で
あ
る
。

二
宮　
「
ま
ち
づ
く
り
は
人

づ
く
り
」と
さ
れ
る
町
長
の

考
え
を
今
の
時
代
だ
か
ら
こ

そ
活
か
す
べ
き
で
は
。

町
長　

子
ど
も
た
ち
を
取
り

巻
く
教
育
的
環
境
が
相
当
変

わ
っ
て
お
り
む
ず
か
し
い
。

広
域
で
虐
待
防
止
の
整
備
を

答
弁
：
協
議
し
進
め
て
い
く

二
宮　
「
高
齢
者
虐
待
防
止

法
」に
つ
づ
き「
障
害
者
虐
待

防
止
法
」が
成
立
。

　

地
域
に
お
け
る
効
果
的
な

連
携
体
制
が
求
め
ら
れ
る
。

対
応
は
。

町
長　

条
例
の
一
本
化
へ
の

検
討
と
、
広
域
連
携
に
よ
る

虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
の
対
応

な
ど
、
糟
屋
地
区
市
町
長
協

議
会
で
協
議
し
進
め
た
い
。

二
宮　

子
ど
も
・
高
齢
者
・

障
が
い
者
へ
の
虐
待
防
止
・

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

（
Ｄ
Ｖ
）も
含
め
、
効
果
的
体

制
の
整
備
を
求
め
る
。

▲志免町基金条例

雨
水
タ
ン
ク

ぜひ普及、推進を

答弁：考えていない

吉
田
　
大
作��

議
員

吉
田　

雨
水
タ
ン
ク
の
効
用

用
途
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
認
識
を
お
持
ち
か
。

町
長　

節
水
の
観
点
、
渇
水

時
に
有
効
と
認
識
し
て
い
る

が
、
雨
が
降
り
始
め
て
し
ば

ら
く
す
る
と
満
タ
ン
に
な
り

そ
の
後
降
っ
た
雨
で
水
害
、

洪
水
と
な
り
、
そ
の
役
は
果

た
さ
な
い
と
考
え
る
。

吉
田　

節
水
、
渇
水
に
有
効

で
、
洪
水
に
は
容
量
は
決

ま
っ
て
は
い
る
が
、
一
時
期

に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
川
に
流
れ

る
水
を
ス
ト
ッ
ク
で
き
る
一

石
三
鳥
の
役
目
を
担
え
る
。

何
よ
り
エ
コ
と
環
境
、
水
問

題
に
関
す
る
意
識
が
高
ま
る

と
思
う
。

　

雨
水
タ
ン
ク
設
置
へ
の
補

助
、
助
成
金
を
全
国
で
３
割

以
上
の
１
都
２
府
16
県
で
実

施
し
て
い
る
。
前
向
き
に
考

え
て
ほ
し
い
。

町
長　

費
用
対
効
果
も
含
め

こ
の
事
に
つ
い
て
の
支
援
は

考
え
て
い
な
い
。

　

過
去
に
も
同
じ
提
言
が

あ
っ
た
が
検
討
の
結
果
そ
こ

ま
で
至
っ
て
い
な
い
。

▲雨水タンク
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